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１ 相談事業の概要 
市民安全課では、市民相談員等による市民相談を行っています。相続、離婚等の「民事・一般相談」、外

部機関と連携して行う「特別相談」、弁護士、司法書士による「法律相談」等があります。また、市民安全課内

の消費生活センターでは、消費者と事業者との契約トラブル等の相談を受ける消費生活相談を行っていま

す。 

 

  相談種類一覧                         令和４年４月現在 

相談種別 相談日 
相談員 

（所管課等） 
相談内容 

市民相談 

市政相談 
月～金曜日 

 9:00～12:00  

13:00～16:00  

市民相談員 

（市民安全課） 

道路、建設、河川、福祉

等 

民事・一般相談 相続、離婚、金銭貸借等 

交通事故相談 
交通事故による損害賠償

等 

特
別
相
談 

行政相談 
第２・４金曜日 

13:00～15:00 

行政相談委員 

（市民安全課） 

国、特殊法人についての

苦情・要望等 

人権相談 
第２・４木曜日 

10:00～15:00 

人権擁護委員 

（福祉総務課） 

差別待遇、脅迫等の人権

問題 

労務相談 
第１・３木曜日 

10:00～15:00 

社会保険労務士 

（静岡県社労士会） 
就労条件、社会保険等 

公証役場出張相談 
第１火曜日 

13:30～15:30 

公証人 

（富士公証役場） 

公正証書 

※令和４年度は開催せず 

不動産相談 
第３火曜日 

13:30～15:30 

宅建主任者 

（静岡県宅建協会） 
不動産の売買・相続等 

税務相談 
第２・４火曜日 

13:00～15:00 

税理士 

（東海税理士会） 
国税、地方税等税全般 

法
律
相
談 

弁護士相談 
水曜日 

13:30～15:30 

弁護士 

（市民安全課） 
法律的解釈について 

司法書士相談 
第１・３金曜日 

13:30～15:30 

司法書士 

（市民安全課） 
相続、クレジットなどの

債務、遺言、成年後見等 

消費生活相談 
月～金曜日 

 9:00～16:00  
消費生活相談員 

（市民安全課） 

消費者と事業者との契約

に関するトラブル等 

※「外国人相談」は、令和４年度より市民活躍・男女共同参画課に移管しました。 

 

  相談件数推移                                           

相談種別 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

市民相

談 

市政相談 48 32 23 16 3 

民事・一般相談 1,542 1,439 1,551 1,536 1,436 

交通事故相談 40 57 37 33 45 

特別

相談 

行政相談 12 10 3 0 0 

人権相談 8 9 3 3 3 

労務相談 12 16 9 16 10 

公証役場出張相談 10 9 6 0 0 

不動産相談 47 65 57 57 43 

税務相談 58 67 42 48 56 

法律

相談 

弁護士相談 231 192 114 124 97 

司法書士相談 75 58 36 20 21 

小 計 2,083 1,954 1,881 1,853 1,714 

消費生活相談（延べ相談件数） 4,872 4,959 4,805 4,928 5,489 

合 計 6,955 6,913 6,686 6,781 7,203 

※令和３年度までの事業概要にて相談種別「個人情報」としていた件数は、「民事・一般相談」に計上しています。 

※平成 30年度まで実施していた「家計の見直し相談」は除いています。 
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２ 市民相談 

  相談内容内訳                         

①相談方法 

相談方法 
相談件数 

来所 電話 

938 件 776 件 1,714 件 

 

②市政相談、民事・一般相談、交通事故相談                           

事
業
別

種
類
別

相談件数
Ａ

弁護士相
談の内訳

司法書士
相談の内

訳

相談件数
Ｂ

弁護士相
談の内訳

司法書士
相談の内

訳

相談件数
Ａ－Ｂ

対前年比

1 0 1 ―

0 1 △ 1 ―

0 1 △ 1 ―

0 0 0 ―

0 4 △ 4 ―

1 0 1 ―

0 1 △ 1 ―

0 2 △ 2 ―

0 2 △ 2 ―

1 5 △ 4 ―

3 16 △ 13 18.75%

9 3 0 15 11 1 △ 6 ―

5 0 0 11 5 0 △ 6 ―

55 4 0 59 11 0 △ 4 ―

カード・サラ金 0 31 15 33 29 14 △ 33 ―

その他 38 8 1 0 2 0 38 ―

134 1 0 122 1 0 12 ―

1 0 0 6 0 0 △ 5 ―

538 4 2 572 3 3 △ 34 ―

209 4 0 161 7 1 48 ―

128 2 0 127 2 0 1 ―

23 4 0 39 7 0 △ 16 ―

3 2 0 9 0 0 △ 6 ―

33 0 0 21 0 0 12 ―

260 34 3 361 46 1 △ 101 ―

1,436 97 21 1,536 124 20 △ 100 93.49%

45 0 0 33 0 0 12 136.36%

0 0 0 0.00%

0 0 0 ―

3 3 0 ―

10 16 △ 6 ―

0 0 0 ―

43 57 △ 14 ―

56 48 8 ―

112 124 △ 12 90.32%

1,596 97 21 1,709 124 20 △ 113 93.39%

97 124 △ 27 78.23%

21 20 1 105.00%

118 144 △ 26 81.94%

1,714 97 21 1,853 124 20 △ 139 92.50%

区　　　　　分 令和３年度令和４年度 比 較

内　容　別

市
　
　
　
　
　
民
　
　
　
　
　
相
　
　
　
　
　
談

市
　
政
　
相
　
談

市　　　　　税

水　　　　　道

建　　　　　設

都　市　計　画

道　　　　　路

河　　　　　川

医　　　　　療

福　　　　　祉

教　　　　　育

そ　　の　　他

小　　　　　計

民
　
事
　
・
　
一
　
般
　
相
　
談

借　家　・　貸　家

借　地　・　貸　地

不　動　産　売　買

金銭貸借

扶　養　・　親　族

登　　　　　記

相　続　・　贈　与

婚　姻　関　係

相 隣 境 界 関 係

労　働　問　題

医　　　　　療

空　地　処　理

そ　　の　　他

小　　　　　計

交　通　事　故

個人情報保護法関連

特
別
相
談

行　　　　　政

人　　　　　権

労　　　　　務

公　証　役　場

不　　動　　産

税　　　　　務

小　　　　　計

計

弁 護 士 相 談

司法書士 相 談

合　　　　　　計

法律相談

計

※外国人相談は、令和４年度より市民活躍・男女共同参画課に事業移管しました。 
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３ 消費者行政 
【消費生活相談】 

  相談方法、相談件数 

 来所 電話 文書 その他 合計件数 

新規件数 348 件 1,614 件 4 件 0 件 1,966 件 

継続件数 294 件 2,802 件 427 件 0 件 3,523 件 

延べ件数 642 件 4,416 件 431 件 0 件 5,489 件 

※「その他」は、メール及びＦＡＸを含みます。 

 

  相談内容内訳  

 ①内容別 

安

全

・

衛

生

品

質

・

機

能

・

役

務

品

質

法

規

・

基

準

価

格

・

料

金

計

量

・

量

目

表

示

・

広

告

販

売

方

法

契

約

・

解

約

接

客

対

応

包

装

・

容

器

施

設

・

設

備

買

物

相

談

生

活

知

識

そ

の

他

計

商 品 一 般 223 1 5 4 18 0 23 123 127 6 0 1 0 0 0 308

食 料 品 99 8 12 0 11 0 11 62 53 11 0 0 0 1 1 170

住 居 品 74 2 14 2 7 0 5 46 40 10 0 0 0 0 1 127

光 熱 水 品 64 0 0 0 12 0 2 33 38 3 0 0 1 0 0 89

被 服 品 94 1 9 1 13 0 6 70 62 5 0 0 0 0 0 167

保 健 衛 生 品 179 4 18 0 41 0 15 129 107 13 0 0 1 0 0 328

教 養 娯 楽 品 136 3 25 0 19 0 3 84 91 15 0 0 0 1 1 242

車 両 ・ 乗 り 物 55 0 13 1 9 0 1 27 33 8 0 0 0 0 0 92

土 地 ・ 建 物 ・ 設 備 62 0 5 3 10 0 2 29 34 5 0 0 2 0 0 90

他 の 商 品 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4

ク リ ー ニ ン グ 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3

レンタル・リース・賃貸 80 2 7 0 17 0 0 14 62 6 0 0 1 1 1 111

工 事 ・ 建 築 ・ 加 工 108 0 17 0 25 0 4 61 52 13 0 0 0 0 0 172

修 理 ・ 補 修 20 0 3 0 6 0 1 4 12 4 0 0 1 0 0 31

管 理 ・ 保 管 3 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

役 務 一 般 12 0 0 0 0 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 17

金 融 ・ 保 険 サ ー ビ ス 269 0 0 2 46 0 3 42 230 12 0 0 3 0 2 340

運 輸 ・ 通 信 サ ー ビ ス 143 1 7 0 23 0 2 54 107 27 0 0 0 1 1 223

教 育 サ ー ビ ス 5 0 0 0 2 0 0 1 5 1 0 0 0 0 0 9

教 養 ・ 娯 楽 サ ー ビ ス 122 0 5 0 32 0 9 69 81 5 0 0 0 0 1 202

保 健 ・ 福 祉 サ ー ビ ス 92 6 11 2 13 0 2 38 45 7 0 1 0 0 1 126

他 の 役 務 77 1 1 0 18 0 8 37 51 14 0 0 1 1 0 132

内職・副業・ねずみ講 22 0 1 0 5 0 2 14 14 1 0 0 0 0 0 37

他 の 行 政 サ ー ビ ス 16 1 0 2 0 0 0 3 10 2 0 0 0 0 2 20

他 の 相 談 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 1,966 30 154 17 327 0 100 954 1,266 168 0 2 10 5 11 3,044

受

　

付

　

件

　

数

内　　容　　別　　相　　談　　件　　数

商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目商品別分類項目

内容別分類項目

商品別分類項目

 
※１件の相談で複数の内容が含まれていることがあるため、受付件数と内容別相談件数の合計は異なります（内容別相談件数の

方が多くなっています）。 
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②年齢別 

 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 その他・不明 

相談件数 39 件 137 件 173 件 245 件 345 件 350 件 560 件 118 件 
全体に 

占める割合 2.0％ 7.0％ 8.8％ 12.4％ 17.5％ 17.8％ 28.5％ 6.0％ 

 

 

  相談件数上位 

 ①商品・役務別 

順位 分類 令和４年度 令和３年度 
比較 

相談件数増減 対前年度比 

1 位 商品一般 223 件 133 件 90 件 167.67％ 

2 位 融資サービス 164 件 178 件 △14 件  92.13％ 

3 位 化粧品 145 件 70 件 75 件 207.14％ 

4 位 工事・建築・加工 108 件 68 件 40 件 158.82％ 

5 位 レンタル・リース・貸借 80 件 90 件 △10 件 88.89％ 

6 位 インターネット通信サービス 60 件 58 件 2 件 103.45％ 

7 位 役務その他 55 件 62 件 △7件 88.70％ 

8 位 電気 54 件 36 件 18 件 150.00％ 

9 位 健康食品 52 件 54 件 △2件 96.30％ 

10 位 移動通信サービス 50 件 28 件 22 件 178.57％ 

 

 ②年代別商品・役務別 ※下段は相談件数 

順位 20 歳未満 20 歳代 30 歳代 40 歳代 50 歳代 60 歳代 70 歳以上 

1 位 
他の教養・

娯楽 
融資サービス 融資サービス 化粧品 商品一般 商品一般 商品一般 

10 件 18 件 20 件 23 件 38 件 44 件 85 件 

2 位 
化粧品 理美容 商品一般 融資サービス 融資サービス 化粧品 

工事・建築・
加工 

4 件 17 件 16 件 22 件 38 件 40 件 49 件 

3 位 
娯楽等情報 

配信サービス 
商品一般 

レンタル・ 

リース・貸借 
商品一般 化粧品 

工事・建築・
加工 

化粧品 

4件 10 件 15 件 20 件 36 件 30 件 34 件 

4 位 
商品一般 

他の教養・

娯楽 

他の金融関連

サービス 
自動車 健康食品 融資サービス 融資サービス 

3 件 10 件 9 件 14 件 14 件 26 件 33 件 

5 位 
健康食品 

レンタル・ 

リース・貸借 
自動車 

工事・建
築・加工 

レンタル・ 

リース・貸借 

インターネット

通信サービス 
電気 

3 件 8 件 8 件 11 件 14 件 13 件 21 件 

 

 ③販売購入形態別 

順位 分類 令和４年度 令和３年度 
比較 

相談件数増減 対前年度比 

1 位 通信販売 631 件 492 件 139 件 128.25％ 

2 位 店舗購入 623 件 613 件 10 件 101.63％ 

3 位 訪問販売 165 件 150 件 15 件 110.00％ 

4 位 電話勧誘販売 108 件 96 件 12 件 112.50％ 

5 位 訪問購入 30 件 18 件 12 件 166.67％ 

6 位 マルチ・マルチまがい取引 9 件 18 件 △9件 50.00％ 

6 位 ネガティブ・オプション 9 件 10 件 △1件 90.00％ 

8 位 その他無店舗 8 件 14 件 △6件 57.14％ 
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  相談件数推移 

 ①全体 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

新規件数 2,066 件 2,037 件 1,907 件 1,719 件 1,966 件 

延べ件数 4,872 件 4,959 件 4,805 件 4,928 件 5,489 件 

※相談件数には、個人情報単独の相談は含んでいません。 

 

②60 歳以上の相談件数及び全体の相談に占める割合 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

60 歳以上の 

相談件数 
1,051 件 959 件 835 件 737 件 910 件 

全体に占める割合 50.9％ 47.1％ 43.7％ 42.9％ 46.3％ 

 

  <60 歳以上の全体の相談に占める割合推移>  

 

 高齢者を狙う悪質な勧誘や詐欺は後を絶たず、60 歳以上の全体の相談に占める割合は、平成 30

年度に 50％を超えて以降、横ばい状態が続いています。 

 

③あっせん件数 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

解決 131 件 196 件 184 件 191 件 229 件 

不調 25 件 32 件 29 件 21 件 19 件 

合計 156 件 228 件 213 件 212 件 248 件 

※消費生活センターによる「あっせん」とは、法的な指導権限や強制力を伴うものではなく、消費者と事業者との間に入

って話し合いの手伝いをすることで解決を目指すものです。 

 

 

④訪問販売・電話勧誘販売・通信販売の相談件数 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

訪問販売 145 件 200 件 174 件 150 件 165 件 

電話勧誘販売 139 件 112 件 88 件 96 件 108 件 

通信販売 554 件 514 件 599 件 492 件 631 件 
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 ⑤インターネット通信販売・インターネット通信サービスに関する相談件数 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

インターネット

通信販売 
308 件 349 件 474 件 388 件 489 件 

インターネット

通信サービス 
80 件 73 件 53 件 58 件 60 件 

 

 

  個人情報保護に関する相談件数及び推移 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

個人情報に 
関する相談 14 件（14） 17 件（14） 13 件（11） 17 件（15） 4 件（3） 

※カッコ内は消費生活相談との重複相談件数です。 

※令和４年７月 14 日をもって消費者庁が個人情報保護に関する苦情相談情報の収集を取りやめることになったため、本市

においても同日をもって個人情報保護に関する相談件数の集計を終了しました。 
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【消費者教育・消費者啓発】 

  家庭科連携授業、啓発講座等 

 ①実績一覧 

対象別事業 実施回数 参加人数 

中学校における家庭科連携授業 69 回 1,941 人 

高校における家庭科連携授業 23 回 686 人 

若年層（専門学校等）に対する啓発講座 1 回 78 人 

高齢者に対する啓発講座 8 回 159 人 

高齢者・障害者を見守る方に対する啓発講座 2 回 59 人 

その他の年代に対する啓発講座、勉強会等 1 回 25 人 

夏休み親子消費者教室 5 回 40 組 86 人 

市民生活講座 4 回 96 人 

合 計 113 回 3,130 人 

 

②実績内訳 

<中学校における家庭科連携授業> 

実施日 実施場所 対象 参加人数 

5/30、 

6/1、6/3 
市立鷹岡中学校 ３年生５クラス 129 人 

6/20～22、 

6/27～30、7/7 
市立富士南中学校 ３年生８クラス 233 人 

6/21、6/28 市立吉原北中学校 ３年生４クラス 102 人 

6/30 市立元吉原中学校 ３年生２クラス 43 人 

7/7、7/14 市立富士川第二中学校 ３年生２クラス 49 人 

11/15、11/21、

11/28 
市立吉原第一中学校 ２年生６クラス 176 人 

12/20 市立富士川第一中学校 ２年生２クラス 52 人 

1/13、1/16 市立大淵中学校 ３年生４クラス 111 人 

1/18 市立吉原東中学校 ３年生１クラス 28 人 

2/6、2/7、2/17 市立岳陽中学校 ２年生７クラス 197 人 

2/13、2/14、

2/20、2/21 
市立富士中学校 ３年生６クラス 189 人 

2/16、2/24 市立吉原第二中学校 ３年生５クラス 169 人 

2/21、2/28 市立須津中学校 ３年生４クラス 102 人 

2/22 静岡県富士見中学校 １年生１クラス 15 人 

2/22 市立吉原第三中学校 １年生３クラス 77 人 

2/22、2/24、

3/1 
市立岩松中学校 ３年生５クラス 157 人 

3/1、3/2 市立田子浦中学校 ２年生４クラス 112 人 

 

<高校における家庭科連携授業> 

実施日 実施場所 対象 参加人数 

12/12、12/16 市立高等学校 
１年生４クラス 

２年生３クラス 
226 人 

12/13～15、 

12/19 
静岡県富士見高等学校 １年生 11クラス 302 人 

1/25、1/26 県立吉原高等学校 １年生５クラス 158 人 
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 <若年層（専門学校等）に対する啓発講座>  

実施日 実施場所 対象 参加人数 

4/23 富士市立看護専門学校 １年生、２年生 78 人 

 

 <高齢者に対する啓発講座> 

実施日 実施場所 対象 参加人数 

4/19 厚原西区公会堂 サロンみどりの会 21 人 

5/15 三四軒屋公会堂 ひなたぼっこ 49 人 

6/12 広見９丁目公会堂 広見９丁目いきいきサロン 16 人 

6/18 藤間区公会堂 サロン百合の会 18 人 

6/23 百合ヶ丘公会堂 百合ヶ丘サロン 16 人 

7/13 駿河台３丁目公会堂 ひだまり 12 人 

8/8 松本公会堂 サロン梨の花 10 人 

9/15 絆サロン砂山 絆サロン砂山 17 人 

 

 <高齢者・障害者を見守る方に対する啓発講座> 

実施日 実施場所 対象 参加人数 

11/16 ロゼシアター第１会議室 民生委員・児童委員 46 人 

2/15 市役所５階第３会議室 知的障害者相談員 13 人 

 

<その他の年代に対する啓発講座、勉強会等> 

実施日 実施場所 対象 参加人数 

10/12 市立青葉台小学校 

小学校家庭科教員 

（富士・富士宮地区家庭科

教員勉強会） 

25 人 

 

<夏休み親子消費者教室> 

実施日 内容（テーマ） 対象 参加人数 

7/25 おこづかいゲーム 小学１～４年生 11 組 24 人 

7/29、8/5、

8/19 
無添加ソーセージを作ろう！  小学４～６年生 

8 組 17 人 
6 組 12 人 
7 組 16 人 

8/3 
ジュースや果物に含まれる糖分と

ビタミンＣを調べよう！ 
小学４～６年生 8 組 17 人 

 

<市民生活講座> 

実施日 内容（テーマ） 対象 参加人数 

10/27 市のごみ焼却施設の見学 

市民一般 

29 人 

11/10 市のプラスチックごみの今 22 人 

12/18 

基本操作を覚えよう！初心者向け

スマートフォン講座 

①文字入力とアイコン整理 

②インターネットとアプリ 

16 人 

12 人 

1/14 
初心者のための金融商品を選ぶ 

ポイント 
17 人 
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  啓発資料配布、説明 

配布日 配布先 配布方法 配布数 

4/18 民生委員児童委員協議会理事会出席者 民生委員児童委員協議会を通して 550 部 

5/9 認知症サポーター養成講座出席者 高齢者支援課を通して 100 部 

5/20 西宮島いきいきサロン サロン代表者を通して 20 部 

5/23 スマートフォン・タブレット講座受講者 
まちづくりセンター講座（スマートフォ

ン・タブレット講座にて 
230 部 

5/23 高齢者教養講座受講者 
まちづくりセンター講座（高齢者教養講

座）にて 
180 部 

5/23 民生委員児童委員協議会理事会出席者 民生委員児童委員協議会を通して 35 部 

6月 市内高齢者世帯 
在宅高齢者実態調査にて民生委員・児童

委員を通して 
10,528 部 

10 月 認知症サポーター養成講座出席者 高齢者支援課を通して 400 部 

1/8 富士市はたちの記念式典出席者 
富士市はたちの記念式典の記念品

に同梱 
1,900 部 

1/17 スマートフォン講座受講者 
まちづくりセンター講座（スマートフォ

ン講座）にて 
30 部 

3/10 認知症サポーター養成講座出席者 高齢者支援課を通して 400 部 

合 計 11 回 14,373 部 

 

 

  市民への情報提供、啓発 

 ①消費生活モニター事業の実施 

  〇活動内容 
  ・学習会等参加、市民生活講座の企画運営 

・生活展での消費者啓発パネル展示 
・消費者被害未然防止キャンペーン等啓発事業への参加 

 

 ②第 48 回生活展の開催（富士市消費者運動連絡会と共催） 

〇日時  令和４年 12 月 18 日(日) 午前 10 時～午後２時 

〇会場  富士市交流プラザ 多目的ホール 

  〇内容  パネル展示、不用品交換、障害福祉サービス事業所の物販、消費者クイズの実施等 

 

 ③消費者被害未然防止キャンペーンの実施 

   ５月の消費者月間、12 月の消費者被害防止月間に各種啓発活動を実施。 

  <街頭啓発> 

  【５月（消費者月間）】 

  〇日時  令和４年５月 10 日（火） 午前 11 時～12 時  

  〇場所  西友富士青島店、イオンタウン富士南 

【12 月（消費者被害防止月間）】 

  〇日時  令和４年 12 月６日（火） 午前 11 時～12 時 

  〇場所  西友富士青島店、マックスバリュ富士八幡町店 

   

<啓発パネルの展示>  

  【５月（消費者月間）】 

  〇期間  令和４年５月 13 日（金）～５月 27 日（金）  

  〇場所  市庁舎２階 市民ホール 
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【12 月（消費者被害防止月間）】 

  〇期間  令和４年 12 月 12 日（月）～12 月 23 日（金）  

  〇場所  市庁舎２階 市民ホール 

 

<横断幕の掲出> 

   市役所前歩道橋及び富士駅ペデストリアンデッキにて啓発用横断幕を掲出 

 

  <公用車へのマグネットシート貼付> 

   公用車に啓発用マグネットシートを貼付 

 

 ④悪質電話対策機器購入費補助事業の実施 

  〇補助内容  市内に住所を有する 65 歳以上の方を対象に、悪質電話対策機能を備えた機器購入

費のうち、１万円を上限に補助 

  〇補助件数  263 件  

 

 ⑤広報ふじへの記事掲載 

  〇掲載号   令和５年３月 20 日号 

  〇タイトル  「知って防ごう 消費者トラブル」 

 

 ⑥地方紙への記事掲載 

  〇掲載紙   富士ニュース（毎月）、岳南朝日新聞（偶数月）、庵原新聞（毎月） 

   ※庵原新聞は令和４年 12 月をもって掲載終了。 

  〇掲載内容  話題性が高い相談事例とトラブルに対するアドバイス 

 

 ⑦ラジオ番組、ＣＭの放送 

  〇放送回数  ５分番組 12 回、20 秒ＣＭ52 回、40 秒ＣＭ26 回 

  〇放送番組  Radio-ｆ「トラブルファイル」 

   〇番組放送時間  毎月第 4 火曜日 午前９時 40 分～９時 45 分 

  〇ＣＭ素材  「スマホ架空請求編」「身に覚えのない健康食品編」「ＳＦ商法編」 

「インターネットショッピング編」「老人ホームの入居権詐欺編」 

 

 ⑧その他の啓発活動 

実施日 イベント名（実施場所） 概要 配布数等 

10/8 
富士市民エンジョイスポーツデー 

（富士総合運動公園） 

消費者クイズを実施し、啓発品

を配布 
120 個 

1/8 
富士市はたちの記念式典 

（ロゼシアター） 

啓発リーフレットの配布、 

啓発スピーチの実施 
1,900 部 

 

 

  消費者教育の人材の育成、活用、連携 

 ①消費生活モニター学習会の実施 

実施日 内容（テーマ） 参加人数 

3/17 金融犯罪の手口と対策について 9 人 

3/24 コロナ禍での特殊詐欺の現状と対処法について 8 人 
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 ②消費者教育推進地域協議会の開催 

〇開催日 令和４年７月７日、10 月 17 日、２月 28 日（計３回） 

〇内容  第２次消費者教育推進計画の評価、第３次消費者教育推進計画の策定等 

 

 ③消費者安全確保地域協議会の開催 

〇開催日 令和５年３月９日 

  〇内容  消費生活センターによる連携事例紹介、構成団体間での意見交換 

 

 

  製品安全への取組 

 ①立入検査 

<家庭用品品質表示法に基づく立入検査> 

〇検査実施店舗数 ３店舗 

検査品目 検査数 違反数 

ひざかけ 17 0 

バケツ 18 0 

サングラス 352 0 

 

<消費生活用製品安全法に基づく立入検査> 

〇検査実施店舗数 特定製品２店舗、特定保守製品１店舗 

検査品目 検査数 違反数 

（特定製品） 

石油ストーブ 2 0 

登山用ロープ 0 0 

（特定保守製品） 

石油給湯器 1 0 

 

<電気用品安全法に基づく立入検査> 

〇検査実施店舗数 ３店舗 

検査品目 検査数 違反数 

直流電源装置 8 0 

リチウムイオン蓄電池 11 0 

空気清浄機 9 0 

 

 ②市民への情報提供 

  市ウェブサイトへの掲載  ３回 

〇掲載内容 ・こどもが運転するゴーカートなどの乗り物での事故に注意 

・老人ホーム入居権を譲ってほしいという詐欺電話に注意 

・不安をあおり契約させる屋根瓦の工事に注意 
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４ 生活環境緊急整備事業 

  スズメバチの巣の駆除、調査 

ハチ類の中で刺傷すると特に危険なスズメバチについて、市民の不安と危険の解消を図るため、個人

の自宅に作られたスズメバチ（生息中）の巣の駆除を行っています。また、スズメバチかどうかわからない

ハチの巣については、調査を行います。 

  〇令和４年度自己負担金  ４～６月：2,000 円（税別）、７～３月：3,000 円（税別）   

 

 ①駆除等件数及び執行額 

 件数 執行額 

巣の駆除 430 件 2,175,800 円 

調査 68 件 224,400 円 

合計 498 件 2,400,200 円 

 

②月別件数 

 

 

③月別執行額 
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④年度別件数 

 

 

 

  防護服の貸出 

スズメバチ以外のハチの巣駆除用として防護服の貸出を行っています。 

〇対象外  事務所、店舗、畑、林などで使用する場合 

 

 ①月別貸出件数と推移 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月

1件 1件 0件 8件 9件 2件 1件 1件 0件 0件

1件 0件 1件 1件 7件 1件 1件 0件 0件 0件

1件 2件 2件 6件 6件 10件 3件 1件 0件 1件

令和３年度 12件

令和４年度 23件

月別貸出件数 計

令和２年度 32件
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５ 参考資料 
 

 
　　　PIO-NET（全国消費生活情報ネットワークシステム）集計データ

集計データ 種別 ： 地域データ

集 計 対 象 期 間 ： 2022年4月～2023年3月

集計 対 象セン タ ー ： 富士市消費者生活センター

苦情・問合せ・要望

令和４年度 令和３年度 前年度比 令和４年度 令和３年度 前年度比
1966 1719 114.4 30 33 90.9

20歳未満 39 35 111.4 154 126 122.2

20歳代 137 116 118.1 17 12 141.7

30歳代 173 172 100.6 価格･料金 327 296 110.5

40歳代 244 231 105.6 計量･量目 0 1 0.0

50歳代 345 298 115.8 表示･広告 100 88 113.6

60歳代 350 285 122.8 販売方法 954 871 109.5

70歳以上 560 452 123.9 契約･解約 1,266 1,307 96.9

その他・不明 118 130 90.8 接客対応 168 161 104.3

平均年齢 57 56 101.8 包装・容器 0 0 -

給与生活者 913 752 121.4 施設･設備 2 0 -

自営･自由業 92 96 95.8 買物相談 10 3 333.3

家事従事者 225 245 91.8 生活知識 5 3 166.7

学生 44 38 115.8 11 10 110.0

無職 580 469 123.7 店舗購入 623 613 101.6

団体 47 52 90.4 訪問販売 165 150 110.0

その他･不明 65 67 97.0 通信販売 631 492 128.3

1万円未満 278 217 128.1 マルチ･マルチまがい取引 9 18 50.0

5万円未満 336 218 154.1 電話勧誘販売 108 96 112.5

10万円未満 76 64 118.8 ネガティブ･オプション 9 10 90.0

50万円未満 178 198 89.9 訪問購入 30 18 166.7

100万円未満 99 94 105.3 その他無店舗販売 8 14 57.1

500万円未満 112 129 86.8 383 308 124.4

1千万円未満 23 25 92.0 1 商品一般 223 133 167.7

5千万円未満 22 31 71.0 2 融資サービス 164 178 92.1

1億円未満 1 2 50.0 3 化粧品 145 70 207.1

1億円以上 0 1 0.0 4 工事・建築・加工 108 68 158.8

その他･不明 841 740 113.6 5 ﾚﾝﾀﾙ・ﾘｰｽ・貸借 80 90 88.9

合計金額 1,099,961,482 1,599,999,029 68.7 6 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通信ｻｰﾋﾞｽ 60 58 103.4

平均金額 977,744 1,634,320 59.8 7 役務その他 55 62 88.7

商品一般 223 133 167.7 8 電気 54 36 150.0

食料品 99 113 87.6 9 健康食品 52 54 96.3

住居品 74 83 89.2 10 移動通信サービス 50 28 178.6

光熱水品 64 57 112.3 11 自動車 45 43 104.7

被服品 94 89 105.6 12 他の金融関連サービス 44 24 183.3

保健衛生品 179 103 173.8 13 他の教養・娯楽 43 56 76.8

教養娯楽品 136 105 129.5 14 娯楽等情報配信サービス 41 37 110.8

車両･乗り物 55 50 110.0 15 理美容 34 12 283.3

土地･建物･設備 62 54 114.8 1 インターネット通販 489 389 125.7

他の商品 2 9 22.2 2 解約 484 422 114.7

商品計 988 796 124.1 3 連絡不能 290 200 145.0

クリーニング 2 2 100.0 4 高価格・料金 287 242 118.6

レンタル･リース･貸借 80 90 88.9 5 個人情報 282 320 88.1

工事･建築･加工 108 68 158.8 6 信用性 242 207 116.9

修理･補修 20 21 95.2 7 定期購入 182 99 183.8

管理・保管 3 2 150.0 8 返金 179 194 92.3

役務一般 12 13 92.3 9 詐欺 176 138 127.5

金融・保険サービス 269 270 99.6 10 説明不足 174 174 100.0

運輸･通信サービス 143 121 118.2 11 多重債務 150 161 93.2

教育サービス 5 2 250.0 12 虚偽説明 142 144 98.6

教養･娯楽サービス 122 125 97.6 13 家庭訪問 139 124 112.1

保健･福祉サービス 92 81 113.6 14 SNS 135 97 139.2

他の役務 77 71 108.5 15 電話勧誘 129 98 131.6

内職･副業･ねずみ講 22 30 73.3

他の行政サービス 16 10 160.0

役務計 971 906 107.2

他の相談 7 17 41.2

総計 1,966 1,719 114.4

不明･無関係

商

品

大

分

類

品質･機能･役務品質

法規･基準

年

齢

別

職

業

別

その他

販

売

購

入

形

態

商

品

･

役

務

別

相

談

上

位

件

数

内

容

キ

ー

ワ

ー

ド

契

約

･

購

入

金

額

契

約

当

事

者

項　　目 項　　目

相談件数 安全･衛生

相

談

内

容

分

類
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広報ふじ 2 0 2 3 年 3 月2 0 日号 2

  利用明細は必ずチェ ッ ク し 、カ ード の利用は計

画的に利用する

  紛失や不正が分かっ たら 、すぐ にカ ード 会社や

警察に届ける

  カ ード の返済のために、借金をし てはいけない

  ク レ ジッ ト カ ード は信用が重要。返済期日は厳

守し 、自分の信用を 守る

問合せ　 市民安全課　 1 5 5-2 75 0 　 5 51 -03 6 7　 A si-sh im inanzen@ d iv.city .fu j i.sh izuo ka .j p

富士市消費生活セン タ ーに寄せら れる 相談の中には、「 こ のこ と さ え知っ

ていれば被害が起き なかっ たのでは」 と いう 相談も あり ます。 知っ ていれ

ば防げるポイ ント を、 事例と と も にいく つか紹介し ます。

知
消費者ト ラ ブル

通販サイ ト は「 特定商取引法」 と いう 法律に基づ

き 、 ウェ ブサイ ト に以下の項目を 記載し なければ

なら ない

 業者の氏名または名称・ 住所・ 電話番号

 商品・ サービスの販売価格

 代金の支払期限・ 支払方法

 商品の引渡し 時期・ サービスの提供時期

  返品・ 解約の方法（ 定期購入など、 解約に条件

がある場合がある）

  ウェ ブ サイ ト を 一番下ま でスク ロ ールする と 、

「 特定商取引法に基づく 表記」 と いう 記載がある

  ウェ ブサイ ト の信用性が不安な場合は、 住所を

地図アプ リ のスト リ ート ビ ュ ーで確認し たり 、

電話がつながるか、 実際にかけたり し てみる

  通常より 極端に安い価格で売ら れている場合や、

支払方法がショ ッ プ名と 異なる個人名義の銀行

振込し かないよう なウェ ブサイ ト は、 詐欺サイ

ト の可能性が高いので、 利用し ない

っ て防ごう
富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
ふ
じ
ま
ろ
」

 対策

 対策

★プラ ッ ト フ ォ ーム…ソ フ ト ウェ アが動作するための土台

  ク レジッ ト カ ード は、カ ード 会社がお金を立て替

えて支払っ ている。「 カ ード を利用する＝借金」

  ク レ ジッ ト カ ード の明細確認を 怠ると 、 補償を

さ れない場合も ある

  身に覚えのない請求は、 カ ード 会社やプ
★

ラ ッ ト

フ ォ ーム、 ウェ ブサイ ト にも 速やかに連絡する

  ク レ ジ ッ ト カ ード 裏面の名前を 必ず記載する

（ 記載がないと 補償さ れません）

「 信頼でき る サイ ト かな？」
通販サイ ト を装っ た詐欺サイ ト に注意！

△△選手の

ユニフ ォ ーム

お得！！！

や
っ
た
ー

半
額
以
下
だ
 

買
っ
ち
ゃ
え
！

入
金
完
了
し
た
 

届
く
の
が
楽
し
み
だ
な

発
送
通
知
も
な
い
し

荷
物
も
届
か
な
い
…

書
か
れ
て
い
た
電
話
番

号
に
か
け
て
も
誰
も
出

な
い
…

ど
う
し
よ
う
 

あ
れ
 
？

わ
ー
い

ポ
チ

ポ
チ

わ
ー
い

数日後ーー

4 2
3 1

「 他人事じ ゃ ない！」
ク レ ジッ ト カ ード の不正請求

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド

が
６
か
月
も
不
正
請

求
さ
れ
て
い
る
…

補
償
期
間
が
過
ぎ
て

い
る
の
で
被
害
回
復

は
さ
れ
ま
せ
ん

カ
ー
ド
会
社

名
前
も
ア
カ
ウ
ン
ト

も
な
い
の
で
情
報
開

示
で
き
ま
せ
ん

通
販
サ
イ
ト

誰
が
利
用
し
た
か
も
分

か
ら
な
い
の
に
支
払
う

こ
と
に
な
る
な
ん
て
…

気
づ
か
な
か
っ
た

4 2
13

-15-
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4 2

「 高価な貴金属を 強引に・ ・ ・ 」
訪問購入

13

「 フ ィ ッ シン グメ ールに気を つけて」
不審なメ ールが届いたと き はどう するの？

返
し
て
ほ
し
い
 

へ
ぇ
 着

て
い
な
い
服
を

ま
と
め
て
お
こ
う

ポ
チポ

チ

古
着
以
外
に

も
貴
金
属
な

ど
あ
れ
ば
査

定
し
ま
す
。

見
せ
て
く
だ

さ
い
！

契
約
書
も
な
い
し

売
る
な
ん
て
言
っ
て
な
い
…

明
細
書

あ
れ
？身

に
覚
え
の
な
い

購
入
履
歴
が
あ
る
…

I
D
と
パ
ス
ワ
ー
ド
を

入
力
っ
と
…

ロ
グ
イ
ン
画
面
か
…

ど
う
し
よ
う
…

支
払
い
た
く
な
い
よ
…

〇
〇
宅
配
か
ら
だ
！

U
R
L
を
タ
ッ
プ
♪

古
着
を
買
い
取
り
ま
す
！

別
の
社
員
が
取
り
に
行
く

の
で
、
用
意
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
！

5
0
0
円
で

買
い
取
ら
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
ね
！

え
っ
…

失
礼
し
ま
す

荷
物
を
預
か
っ
て

い
ま
す
。

詳
し
く
は
こ
ち
ら

ポ
チ

カ
ー
ド

数日後ーー

ギ
フ
ト
券
5
万
円
？

数
日
後
ー

広報ふじ 2 0 2 3 年 3 月2 0 日号3

  勧誘に先立ち業者名、 氏名、 目的などを 伝えな

ければなら ない

  事前の電話連絡で伝えた物品以外は買い取れな

い。 査定だけの場合、 買い取り などは禁止

 法律で定めら れた契約書面の交付が必要

 業者を 室内に上げない

 望まない勧誘はき っ ぱり と 断る

  契約書面を 受け取っ た日から 8 日間はク ーリ ン

グ・ オフ ができ る。 こ の期間内は業者に物品を

渡さ ないこ と も 可能

  契約書面不交付の場合は、いつでも ク ーリ ング・

オフ ができ る

富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
で
は
、
消

費
生
活
に
関
す
る
困
り
事
や
契
約
に
関
す

る
こ
と
な
ど
様
々
な
相
談
を
専
門
の
相
談

員
が
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

直
接
ま
た
は
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

と
　
き
／
月
～
金
曜
日　

９
～
16
時

（
祝
休
日
、
年
末
年
始
を
除
く
）

と
こ
ろ
／
市
役
所
３
階
北
側

問 

合
せ
／
富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

　
　

 
（
55
）
2
7
5
6

※ 

富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
に
は
業
者

へ
の
指
導
・
取
り
締
ま
り
の
権
限
は
あ

り
ま
せ
ん
。

▼ 

知
る
ぽ
る
と　

金
融
広
報
中
央
委
員
会

の
暮
ら
し
に
役
立
つ
身
近

な
お
金
の
知
恵
・
知
識
情

報
サ
イ
ト

▼ 

ウ
ェ
ブ
版
「
国
民
生
活
」

消
費
者
問
題
に
関
す
る

最
新
情
報
や
基
礎
知
識

を
分
か
り
や
す
く
伝
え
ま

す
※ 

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
利
用
し
な
い
人
で
興
味

が
あ
る
人
は
、
富
士
市
消
費
生
活
セ
ン

タ
ー
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 対策

  身に覚えのないメ ールアド レ スや電話番号から

届いたメ ールなどは、 開封せずに無視を する

  メ ールな ど を 開いて し ま っ た 場合は、 U RLを

タ ッ プし ない

  メ ールの内容が本物か確認する場合は、 公式サ

イ ト や公式アプリ から アク セスする

 ID ・ パスワード など、個人情報の入力は慎重に

富
士
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
を

　
　
　
　
　
　

ご
利
用
く
だ
さ
い

知
っ
て
お
得
な
豆
情
報

 対策

  実在する 事業者を かたっ て「 至急」「 重要なお

知ら せ」 な ど、 当事者を 不安にさ せる 文章と

U RLが記載さ れた「 フ ィ ッ シ ン グメ ール」 と

呼ばれるメ ールやSM Sが届く

  記載さ れて いるU RLを タ ッ プ する と 、 本物を

装っ た 偽サイ ト につな がり 、 個人情報やク レ

ジッ ト カ ード を 入力する画面が表示さ れる

  入力し てし まう と 情報が盗まれ、 商品を 購入さ

れるなど不正利用の恐れがある

4 2
3 1
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